
 

 

序論 
1. 人権理事会決議 5/1 に基づいて設立された普遍的・定期的レビュー（UPR）
作業部会は、2017 年 11 月 6 日から 17 日の間に第 28 回会期を開催した。日本の審

査は 2017年 11月 14日の第 13回会合にて行われた。日本代表団の団長は岡村善文

政府代表（特命全権大使（人権担当））であった。2017 年 11 月 16 日に開催され
た第 17回会合において、作業部会は日本に関する報告書を採択した。 

2. 2017 年 2 月 13 日、人権理事会は日本の審査を円滑に進めるため次の報告者
グループ（トロイカ）を選出した：ベルギー、カタール、トーゴ 

3. 人権理事会決議 5/1の付属文書のパラグラフ 15及び決議 16/21の付属文書の
パラグラフ 5に基づき、日本の審査のために以下の文書が発出された。 

(a) パラグラフ 15(a)に基づき提出された国別報告書／作成された文書に
よるプレゼンテーション（A/HRC/WG.6/28/JPN/1） 

(b) パラグラフ 15(b)に基づき国連人権高等弁務官事務所（OHCHR）が準
備した編集文書（A/HRC/WG.6/28/JPN/2） 

 (c) パ ラ グ ラ フ 15(c) に 基 づ き OHCHR が 準 備 し た 要 約 書
（A/HRC/WG.6/28/JPN/3） 

4. ベルギー、ブラジル、ドイツ、ノルウェー、ポルトガル、スロベニア、スペ

イン、スウェーデン、英国、米国及びウルグアイによって事前に作成された質問

票は、トロイカを通じて日本に伝達された。これらの質問は UPR のエクストラネ
ットに公開されている。 

I. 審査手続きの議事録概要 
A. 被審査国による発表 

5. 日本は、第二次世界大戦以降 70 年以上の間、民主主義、自由、人権、そし
て法の支配といった基本的価値を重視している。 

6. 日本は、UPR 制度を重視しており、過去 5 年間の人権の保護及び促進の進
展状況について報告することを光栄に思う。 

7. 日本は、障害者の権利に関する条約（障害者権利条約）、国際的な子の奪取

の民事上の側面に関する条約（ハーグ条約）、国際組織犯罪防止条約（パレルモ
条約）及び人身取引議定書を締結した。 

8. 日本は、アジア出身の人権理事会理事国として、人権理事会における決議の

提出や二国間対話を通じて人権の保護を働きかけている。日本は、開発協力も積
極的に促進している。 

9. 日本は、「女性が輝く社会」を実現するために、第 4次男女共同参画基本計

画及び女性活躍加速のための重点方針を策定し、女性の職業生活における活躍の

推進に関する法律（女性活躍推進法）を施行し、そして第 4 回目となる国際女性
会議（WAW!）を開催した。 

10. 日本は、2020 年東京オリンピック・パラリンピックが共生社会を促進する

契機となることを望み、また、「一億総活躍社会」の実現を目指している。特に、
日本は、障害者差別解消法を施行した。 

11. 日本は、子供の性被害防止プランの策定、刑法改正、人身取引対策行動計画

の改定及び組織的犯罪処罰法の改正等、児童の性的搾取を根絶し、また、性犯罪
及び人身取引を撲滅するための様々な施策を実行した。 



 

  

12. 日本は、外国人を含む全ての人々の人権を保護する目的で、ヘイトスピーチ
解消法を施行した。 

13. 改正刑事訴訟法の下、全ての勾留被疑者は国選弁護制度の対象となり、取調
べの録音・録画は同法に定められた事件において義務付けられた。 

14. 代替収容制度に関して、上記の改正に加え、警察官による取調べの時間、期

間及び方法は国内法令によって規制されている。さらに、勾留の理由やその必要
性を判断するのは裁判官である。 

15. 慰安婦問題に関して、日本及び韓国の両外相は、この問題が「最終的かつ不

可逆的に解決」されることを確認した。両国間の協力の下、元慰安婦の方々の名

誉と尊厳の回復、心の傷の癒やしのための事業が同合意に基づき実施されてきた。

日本は、今世紀を女性の人権が傷つけられることのない時代とするため、国際社
会をリードしていく。 

16. 日本は、未来志向で建設的な意見交換を行うことを期待した。 

B. 双方向の対話及び被審査国からの回答 
17. 双方向の対話では、106 の代表団が発言を行った。対話においてなされた勧
告は本報告の項目 II.に記載されている。 

18. オランダは、性犯罪と家庭内暴力の訴追の強化を歓迎した。オランダは、死
刑執行モラトリアムがないことに遺憾の意を表明した。 

19. ニュージーランドは、障害者権利条約の締結を歓迎した。 

20. ノルウェーは、職場におけるジェンダー差別に関する法律がないこと及び死
刑執行への懸念を表明した。 

21. パナマは、諸条約体への定期的な報告の提出を歓迎した。 

22. ペルーは、障害者の権利及びジェンダー平等に関する進展並びに人身取引対
策行動計画を評価した。 

23. フィリピンは、ジェンダー間の賃金格差、嫡出子と嫡出でない子の間の相続

権の不均衡、女性に対する暴力に対応する施策並びにパレルモ条約、人身取引議
定書及び障害者権利条約の締結を歓迎した。 

24. ポルトガルは、勧告を行った。 

25. カタールは、障害者権利条約の締結、第 4次男女共同参画基本計画及び人身
取引対策行動計画並びに公務員に対する人権研修を歓迎した。 

26. 韓国は、いわゆる「慰安婦問題」に関する懸念を表明し、過去の過ちの再発

を防止するために正しい歴史教育が不可欠であることを強調した。韓国は、多く

の被害者及び市民社会組織が慰安婦合意の主たる要素について容認できるもので

はなく、満足のいくものではないと考えていることに言及した。韓国は、ヘイト
スピーチ解消法の採択についても言及した。 

27. モルドバ共和国は、児童の性的搾取の刑罰化、障害者権利条約の締結及びそ

の実現に関する法律、並びに持続的な開発目標（SDGs）へのコミットメントを歓
迎した。 

28. ロシアは、種族的又は民族的マイノリティに関する継続的な課題及び国家機
関によるメディアの自由の侵害の報告に懸念を表明した。 



 

  

29. ルワンダは、社会権規約及び障害者権利条約の締結を歓迎し、意思決定に携

わる立場において女性の代表者が不足していることに対応するための措置を促し
た。 

30. サウジアラビアは、障害者権利条約及びハーグ条約の締結を歓迎した。 

31. セネガルは、第 4次男女共同参画基本計画及び性犯罪に対してより厳しい処
罰をするための刑法の改正を評価した。 

32. セルビアは、障害者権利条約の締結及びその実現に関する法律並びに児童の
性的搾取に対抗する施策を歓迎した。 

33. シエラレオネは、障害者権利条約の締結及びその国内立法、人身取引対策行

動計画、第 4 次男女共同参画基本計画並びに児童の性的搾取に対抗する施策を歓
迎した。 

34. シンガポールは、障害者権利条約上の義務を履行するための法律及び計画の
実現並びにパレルモ条約の発効及び人身取引対策行動計画を賞賛した。 

35. スロベニアは、ジェンダー平等に対する法的及び政策的進展を歓迎する一方、
教科書の改訂を促した。 

36. スペインは、障害者権利条約の締結及び第 4次男女共同参画基本計画を歓迎
した。 

37. スリランカは、障害者権利条約、パレルモ条約及び人身取引議定書の締結並

びにジェンダー平等を向上させ、また、児童の性的搾取に対抗する法的及び政策
的措置を評価した。 

38. パレスチナは、教育を発展させ、また、女性の地位を向上させる取組を歓迎
した。 

39. スーダンは、障害者権利条約の締結、人身取引対策行動計画及び女性活躍推
進法を歓迎した。ジェンダー間の賃金格差を懸念した。 

40. スウェーデンは、勧告を行った。 

41. スイスは、死刑執行モラトリアムがないことに遺憾の意を表明し、また、い

わゆる「代用監獄」制度に懸念を表明した。性的指向に基づく差別の解消に関す
る進展を歓迎した。 

42. タイは、障害者権利条約、パレルモ条約及び人身取引議定書の締結並びに人
権教育に関する取組を歓迎した。 

43. 東ティモールは、女性活躍推進法、児童ポルノの所持の刑罰化、医療に対す
る普遍的なアクセスの促進並びに人身取引対策行動計画を賞賛した。 

44. トーゴは、障害者権利条約の締結並びにその国内法及び計画の制定、並びに
ハーグ条約の締結を評価した。 

45. チュニジアは、人権に関する公務員研修、女性に対する暴力への対処、児童
の権利の保護及びハラスメントに対抗するための計画を歓迎した。 

46. トルコは、第 4次男女共同参画基本計画及び公務員の人権教育計画を評価し
た。 

47. ウガンダは、障害者権利条約の締結及び人身取引対策行動計画を歓迎した。 

48. ウクライナは、国際人権法の国内法化により一層取り組むことを促した。 



 

  

49. 英国は、日本が死刑執行モラトリアムを採用するよう促した。パレルモ条約
及び人身取引議定書の締結を歓迎した。 

50. 米国は、特定の集団への差別を削減する取組を歓迎した一方、この点に関す

る法律上のギャップが未だに存在することに遺憾の意を表明した。米国は、放送
メディアを抑圧する規制の枠組みを懸念した。 

51. ウルグアイは、女子差別撤廃条約の条項を国内法に含む措置及び女性に対す
る暴力に対処する措置を歓迎した。 

52. ウズベキスタンは、ヘイトスピーチ及びメディアにおける暴力の扇動の報告
に懸念を表明した。 

53. ベネズエラは、差別を解消し、基本的な医療サービスへの普遍的なアクセス

を推進する取組、及び、社会権規約の締結を歓迎した。ベネズエラは、死刑が宣
告され、執行される者の数が増加していることを懸念した。 

54. ベトナムは、障害者権利条約の締結、人身取引対策行動計画及び第 4次男女
共同参画基本計画を歓迎した。 

55. イエメンは、障害者権利条約の締結、第 4次男女共同参画基本計画及び人身
取引対策行動計画を歓迎した。 

56 ザンビアは、前回の UPR の勧告で支持されたものの大部分が実現されてい
なかったことに言及した。 

57. アフガニスタンは、社会権規約の締結、並びに、職場、教育、及び医療にお
ける全ての形態の差別を防止する取組を歓迎した。 

58. アルジェリアは、障害者権利条約の締結、第 4次男女共同参画基本計画及び

性犯罪を罰し、児童の保護を強化し、人身取引に対抗する措置を評価した一方、

全ての移住労働者とその家族の権利の保護に関する国際条約（移住労働者権利条
約）の締結を促した。 

59.  アンゴラは、社会権規約の締結及び公務員に対する人権教育計画を歓迎し
た。 

60. アルゼンチンは、障害者権利条約の締結及びその国内立法を歓迎した。 

61. オーストラリアは、ハーグ条約、障害者権利条約及びパレルモ条約の締結を

賞賛した一方、死刑の実施の継続及び死刑の執行を待つ者に対する非人道的な待
遇に懸念を表明した。 

62. オーストリアは、障害者権利条約の締結及び人身取引対策行動計画を歓迎し
た。 

63. アゼルバイジャンは、障害者権利条約の締結及び人身取引対策行動計画を評

価した。アゼルバイジャンは、日本が独立した国内人権機構を設立することを促
した。 

64. バーレーンは、テロリズムその他の組織犯罪の準備行為の処罰に関する法律
を歓迎した。 

65. バングラデシュは、障害者権利条約の締結及び本邦外出身者に対する不当な

差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律を賞賛した。バングラデシュ
は、職場の状況に関して懸念を表明した。 



 

  

66. ベラルーシは、障害者権利条約、パレルモ条約及び人身取引議定書の締結並

びに第 4 次男女共同参画基本計画を歓迎した。ベラルーシは、児童の性的搾取に

関する問題が継続しているという報告、ジャーナリストに対する法的保護の欠如
及び最近制定された特定秘密保護法に懸念を表明した。 

67. ベルギーは、児童の権利の分野における進展を歓迎しつつ、ジェンダー平等

及び女性に対する暴力に関する更なる進展の必要を強調した。ベルギーは、日本
が死刑に関して徹底的な国民的議論を開始することを促した。 

68. ベナンは、（国連人権理事会）特別手続への協力を賞賛し、また、後発開発
途上国の経済的及び社会的発展への日本の支援を評価した。 

69. ブータンは、障害者権利条約及びハーグ条約の締結を歓迎した。 

70. ボスニア・ヘルツェゴビナは、障害者権利条約、ハーグ条約、パレルモ条約
及び人身取引議定書の締結を歓迎した。 

71. ボツワナは、女性に対する全ての形態の暴力を根絶することを目的とした第

4 次男女共同参画基本計画を歓迎した一方、人種差別を定義した具体的な法律が存
在しないことに言及した。 

72. ブラジルは、特定秘密保護法に関連して、ジャーナリストに対するあり得べ

きリスクについて懸念を表明した。ブラジルは、障害者権利条約の締結及び性犯
罪に対処する刑法の改正を歓迎した。 

73. ブルネイは、障害者権利条約の締結及びその国内立法を評価した。 

74. 日本は、国連人権メカニズムからの各勧告は、SDGs を含む様々な側面を考
慮しつつ、十分に検討され、適切に対処されていることを強調した。 

75. 他者との違いを受入れ、認め合う「多様性と調和」は、2020 年東京オリン
ピック・パラリンピック競技大会の基本コンセプトの一つである。 

76. 日本は、障害者差別解消法の施行状況を把握してきており、必要に応じて所
要の見直しを行う。 

77. 日本は、ビジネスと人権に関して、今後数年内に国別行動計画を策定し、公
表する。 

78. 日本は、包括的政策を推進するためアイヌの人々の意見を踏まえつつ、アイ
ヌ政策推進会議を継続的に開催してきた。 

79. 日本は、児童ポルノに関して、取締りを強化し、被害を防ぎ、被害者を支援

する様々な措置を推進してきた。これらの措置は毎年フォローアップを行う予定
である。 

80. 日本は、高齢者施設に特設の人権相談所を開設している。日本は、法に基づ

き、高齢者虐待の防止及び高齢者の養護者に対する支援に関する措置を行ってい
る。 

81. 日本は、2013 年 12 月、嫡出でない子に関して問題になっていた民法の規定

を削除した。日本は、児童生徒の発達段階や地域の実情を考慮に入れつつ、学校
や地域社会において人権教育を行っている。 

82. 日本は、男女の婚姻開始年齢を 18 歳にするため、法案を国会に速やかに提
出することを検討している。 



 

  

83. 日本は、国レベルで同性婚を認めること又はパートナーシップ制度を導入す
ることには慎重な検討がなされるべきだと報告した。 

84. 日本は、ミャンマー出身の申請者を含む難民認定申請者が条約上の難民に該

当するか否か、その本国及び個人の状況を考慮しつつ、適切に判断していると報
告した。 

85. 憲法第 14条は、法の下の平等原則を保障している。 

86. 日本は、2014 年の行動計画に基づき、被害者の保護と支援を含む、人身取
引を撲滅するため政府一丸となった取組を継続している。 

87.    日本は、不法滞在状態の人身取引被害者には全て在留を特別に許可してきた。 

88. 移住労働者権利条約の締結に関しては、慎重な検討を要する。 

89. 日本は、在留資格未取得の難民認定申請者のための仮滞在許可制度を設けて

いる。日本は、難民認定申請中は送還が停止され、収容されている場合には仮放
免を弾力的に運用していることを報告した。 

90. 日本は、2017 年 11 月、技能実習生の人権を保護するための規定や罰則を有
する技能実習制度に関する新法を施行した。 

91. 報道の自由を含む表現の自由は、憲法及び国内法で完全に保障された基本的

な人権であり、政府職員がジャーナリストに圧力をかけたという事実はない。放

送法は放送事業者の自主自律を基本とする枠組みとなっており、放送事業者が最

も自由なメディア環境を享受することを確保している。 

92. 日本は、女性に対する暴力に関して、法に基づく措置を実行してきた。特に
外国人の被害者については、言語の障壁が対処されてきた。 

93. 日本は、最近 10 年において精神病院に長期入院している患者数の削減を達

成した。日本は、地域福祉のための基盤整備の推進によって、精神障害者の脱施
設化を促進する。 

94. ブルガリアは、障害者差別解消法及び人身取引対策行動計画を歓迎した。 

95. カーボヴェルデは、障害者権利条約の締結を歓迎した。カーボヴェルデは、

日本がジェンダー間の賃金格差を縮小し、意思決定プロセスにおいて女性の参加
を増加させる措置をとることを促した。 

96. カナダは、ハーグ条約の締結及び実施並びに性的指向と性自認に関する人権
理事会決議に賛成票を投じたことによって平等を促進したことを賞賛した。 

97. チャドは、幾つかの人権条約の締結を歓迎した。 

98. チリは、児童の権利条約に一致する嫡出でない子の権利を確保するためにと
られた措置に関して質問した。 

99. 中国は、ジェンダーの不平等がいまだ大きいという懸念について言及し、
「慰安婦」への賠償が存在しないことを非難した。 

100. コロンビアは、女性活躍推進法及びハーグ条約の締結を歓迎した。 

101. コスタリカは、公務員に対する人権に関する教育研修計画及び人身取引と戦
う措置を賞賛した。 

102. コートジボワールは、障害者権利条約及びハーグ条約の締結を歓迎した。 



 

  

103. クロアチアは、子供の性被害防止プラン並びにハーグ条約及び障害者権利条

約の締結を歓迎した。クロアチアは、体罰の慣行及び死刑に関して懸念を表明し
た。 

104. キューバは、ジェンダー間の賃金格差及び指導的地位における女性の代表が
少ないことに言及した。 

105. キプロスは、障害者権利条約の締結及び第 4次男女共同参画基本計画を歓迎
した。キプロスは、日本が人身取引への取組を継続することを促した。 

106. 北朝鮮は、差別、ヘイトスピーチ、大規模な監視及び表現の自由の制約等、
人権侵害が継続していることに関して懸念を表明した。 

107. デンマークは、日本弁護士連合会による 2020 年までに死刑を廃止すること
への呼び掛けを歓迎した。 

108. エジプトは、人権を推進する取組の継続を歓迎した。 

109.    エチオピアは、人権の保護と促進に貢献している日本の国際協力を評価した。 

110. フィンランドは、障害者権利条約及びハーグ条約等の締結とともに、ジェン

ダー平等を推進する取組を歓迎した一方、死刑の廃止を含む課題が依然として存
在することに言及した。 

111. フランスは、パレルモ条約、人身取引議定書、ハーグ条約及び障害者権利条
約の締結に言及した。 

112. ジョージアは、幾つかの重要な国際条約への締結を賞賛した。 

113. ドイツは、障害者差別解消法並びに児童及び女性の権利の向上に関する進展
を歓迎した。 

114. ガーナは、障害者権利条約の締結及び障害者基本計画を歓迎した。 

115. グアテマラは、勧告を行った。 

116. ハイチは、離婚から６か月後に再婚する権利を離婚した女性に与えるものと

していた法律を改正したこと及び障害者に対する非差別に関する法律の二つの法
を歓迎した。 

117. ホンジュラスは、障害者権利条約及び人身取引議定書の締結を歓迎した。 

118. アイスランドは、ジェンダー平等を強化し、女性の人権を保護する取組を歓
迎した一方、改善の必要を強調した。 

119. インドは、女性活躍推進法の施行、技能実習制度及び障害者差別解消法を歓
迎した。 

120. インドネシアは、前回の UPRの様々な勧告の実施を賞賛した。 

121.   イランは、障害者権利条約の締結、人身取引の刑罰化並びに児童の性的搾取、
児童ポルノ及び売春への闘いを歓迎した。 

122. イラクは、障害者権利条約の締結及び女性活躍推進法を歓迎した。 

123. アイルランドは、LGBTI の人々のための国内法枠組みが存在しないことに

言及し、ジェンダー間の賃金格差が広がっていること並びに管理職及び政治的役
職における女性の過小代表に懸念を表明した。 



 

  

124. イスラエルは、国内的及び国際的に SDGs を推進するための日本の SDG 推
進本部の設立に言及した。 

125. イタリアは、障害者権利条約の締結及び日本初の反ヘイトスピーチ法を歓迎
した。 

126. カザフスタンは、障害者権利条約の締結、第 4次男女共同参画基本計画、人
身取引対策行動計画及び子供の性被害防止プランを歓迎した。 

127. ケニアは、発展途上の世界の多くの地域で経済的、社会的及び文化的権利の
実現を進める日本の貢献を歓迎した。 

128. キルギスは、国内法的及び制度的枠組みを強化することによって人権を保護
し、促進する取組を歓迎した。 

129.  ラオスは、女性活躍推進法の実施を歓迎した。 

130. リビアは、前回の UPRで支持された勧告を実現する取組を歓迎した。 

131. リヒテンシュタインは、日本が独立した国内人権機構を未だに設立していな
いことに言及した。 

132. マダガスカルは、障害者権利条約の締結及び第 4次男女共同参画基本計画を
歓迎した。 

133. マレーシアは、障害者の権利及び女性の権利を促進する取組の強化を歓迎し
た。 

134. モルディブは、障害者権利条約の締結及び障害者差別解消法並びに女性活躍
推法を歓迎した。 

135. メキシコは、障害者権利条約の締結を歓迎した。 

136. モンゴルは、障害者権利条約の締結及びその国内立法を歓迎した。モンゴル

は、日本が、外国人の被害者を含む、児童虐待や女性に対する暴力を防ぐ取組を
強化することを促した。 

137. モンテネグロは、女性の人権の促進及び SDGs の達成のためのイニシアティ

ブを賞賛した一方、児童の性的搾取に関する犯罪に対する高い執行猶予率に懸念
を表明した。 

138. モロッコは、障害者権利条約及びパレルモ条約の締結並びに公務員に対する
人権研修を歓迎した。 

139. ミャンマーは、2014 年の障害者権利条約の締結及びその国内立法を歓迎し
た。 

140. ネパールは、第 4次男女共同参画基本計画及び障害者権利条約の締結を歓迎
した一方、死刑の行使の継続について懸念を表明した。 

141. パラグアイは、社会権規約及び人身取引議定書への加入並びに障害者差別解
消法を歓迎した。 

142. パキスタンは、第 4次男女共同参画基本計画並びにパレルモ条約及び人身取
引議定書の締結を歓迎した。 

143. アルメニアは、公務員に対する人権教育計画、女性及び児童の権利を促進す
る措置並びに人身取引対策行動計画を歓迎した。 



 

  

144. 日本は、個人通報制度を注目すべきものと考えており、この制度に関して真
剣な検討を続けると報告した。 

145. 日本は、性的指向及び性自認に基づく人権侵害は、許されるものではなく、
差別を防止するための努力を継続していくと言及した。 

146. 福島県の状況に関して、福島県の人々に対して健康調査が毎年実施している。

福島県の有効求人倍率は 1 を超えている。しかしながら、避難区域における雇用

者数は以前の水準まで回復していない。メンタルヘルスケアは、被災した児童生
徒に提供されている。 

147. 日本は、死刑問題については、各主権国家が自ら決定すべき問題と考える。

国民世論や極めて凶悪な犯罪の存在等に照らせば、死刑を廃止することは適当で

はない。また、法の支配の下では、確定判決は公平かつ厳正に執行されなければ
ならないから、死刑執行のモラトリアムもまた適当ではない。 

148. 日本は、医療サービスや冷暖房設備を含む刑務所の環境の改善に関する進展
を報告し、死刑確定者は適切な環境で処遇されていることを報告した。 

149. 日本は、これまでなされてきた議論に基づいて何が最も適切な人権救済シス

テムであるか検討している。311 か所の法務局、職員及び 1 万 4000 人の人権擁護
委員が多岐に渡る人権相談、救済活動及び啓発活動に従事している。 

150. 日本は、差別的なスピーチが社会において許容されないという意識が広く醸

成されていると認識する。 

151. 日本は、女性が育児をしながら働き続けることを可能にするために、女性の

エンパワーメントを促進し、職業生活の環境を改善することによって男女間の賃
金格差を縮小することに取り組んでいる。 

152. 日本は、「女性活躍加速のための重点方針」を策定し、職場における女性の
登用の現状を「見える化」することによって女性のエンパワーメントを進めた。 

153. 日本は、代替収容制度に関して既に述べた措置を通じた、被疑者の人権保護
のための多種多様な努力を行っている。 

154. 先の大戦に対する日本の歴史認識は 2015年 8 月 14日の内閣総理大臣談話の
とおりである。 

155. 日本は、朝鮮学校に対する高等学校等就学支援金制度の不指定について、関
連する法令の趣旨に則って適切に判断した。 

156. 特定秘密保護法に違反して処罰された者はおらず、報道機関が萎縮する状況
は存在しない。 

157. 日本は、慰安婦問題が多数の女性の名誉と尊厳を深く傷つけた問題であると
認識しており、元慰安婦の方々に対し、心からのお詫びと反省を伝えてきた。 

158. 日本は、先の大戦に係る賠償や財産、請求権の問題は日本と関係国との間で
条約、協定及び法的文書を通じて既に解決されたと述べた。 

159. 日本は、軍や官憲による慰安婦のいわゆる「強制連行」や、「20 万人」と

いった慰安婦の総数は、1990 年代初頭の本格的な事実調査におけるいかなる資料

でも確認できなかったと述べた。また、日本は、慰安婦を「性奴隷」と称するこ
とは、事実に反するため、不適切であるとも述べた。 



 

  

160. 最後に、日本は各国代表団に、その建設的で貴重なコメントを感謝し、そし

て、UPR に協力し、人権の保護と促進に対する努力を行うコミットメントを継続
することを繰り返した。 

II. 結論及び／又は勧告 
161. 以下に記載されている勧告は日本により検討され、第 37 回人権理事会まで
に回答がなされる予定である。 

161.1. 国際人権条約への既存の留保の撤回を検討すること。（ウクライ
ナ） 

161.2. 個人通報を受理し検討する人種差別撤廃委員会の権能を認めるこ
とを検討すること。（カザフスタン） 

161.3. 自由権規約第二選択議定書、並びに拷問及び他の残虐な、非人道

的な又は品位を傷つける取り扱い又は、刑罰に関する条約（拷問等禁止条約）
選択議定書に加入すること。（スロベニア） 

161.4. 法律上死刑を廃止することを検討し、自由権規約第二選択議定書
の締結を進めること。（アルゼンチン） 

161.5. 死刑廃止を目指して自由権規約第二選択議定書を締結すること。
（モンテネグロ、スペイン、スウェーデン、トーゴ） 

161.6. 死刑廃止を目指して自由権規約第二選択議定書を締結し、その間

は死刑執行モラトリアムを導入すること。（クロアチア）、直ちに死刑執行

モラトリアムを正式に導入し、 死刑廃止を目指して自由権規約第二選択議
定書を締結すること。（ドイツ） 

161.7. 死刑適用にモラトリアムを導入し、自由権規約第二選択議定書の
締結を検討すること。（モンゴル） 

161.8. 自由権規約選択議定書の締結及び，死刑廃止を目指して第二選択

議定書の締結を検討し、検討中は、死刑廃止を目的として正式な死刑執行モ
ラトリアムを宣言し、死刑を自由刑に切り替えること。（ウルグアイ） 

161.9. 自由権規約、女子差別撤廃条約、拷問等禁止条約及び障害者権利
条約の選択議定書を締結すること。（グアテマラ） 

161.10. 社会権規約選択議定書を署名・締結すること。（ポルトガル） 

161.11. 女子差別撤廃条約選択議定書の締結を検討すること。（ボスニ
ア・ヘルツェゴビナ） 

161.12. 女子差別撤廃条約選択議定書及び拷問等禁止条約選択議定書の締
結を検討すること。（ジョージア） 

161.13. 移住労働者権利条約及び拷問等禁止条約選択議定書の締結を検討
すること。（チリ） 

161.14. 女子差別撤廃条約選択議定書を締結すること。（パナマ、トーゴ、
トルコ） 

161.15. 女性に対する法律上及び慣習上のあらゆる差別及び固定観念と闘

う措置を継続し、これに関して、女子差別撤廃条約選択議定書を締結するこ
と。（ブラジル） 



 

  

161.16. 人（特に女性及び児童）の取引を防止し、抑制し及び処罰するた
めの議定書（人身取引議定書）を締結すること。（パナマ） 

161.17. 拷問等禁止条約選択議定書の締結を検討すること。（カーボヴェ
ルデ、ウクライナ、ウルグアイ） 

161.18. 拷問等禁止条約選択議定書を可能な限り速やかに締結すること。
（ガーナ） 

161.19. 拷問等禁止条約選択議定書を締結すること。（デンマーク、スペ
イン、トルコ、イエメン） 

161.20. 移住労働者権利条約の締結を検討すること。（ウルグアイ） 

161.21. 移住労働者権利条約を締結すること。（エジプト、キルギス、 セ
ネガル、シエラレオネ、ベネズエラ）移住労働者権利条約に加入すること。
（ホンジュラス） 

161.22. 移住労働者権利条約を早期に締結すること。（グアテマラ） 

161.23. 移住労働者権利条約を署名・締結すること。 （トルコ） 

161.24. 移住労働者権利条約を締結し、地域の移住労働者権利条約締約国

代表との議論を拡大する目的で関連機関と関係者間の討議を継続すること。
（インドネシア） 

161.25. 移住労働者権利条約及び ILO 第 189 号条約（家事労働者の適切な

仕事に関する条約）の締結についての真摯な検討を継続すること。（フィリ
ピン） 

161.26. 集団殺害犯罪の防止及び処罰に関する条約（ジェノサイド条約）
を締結すること。（アルメニア） 

161.27. 侵略犯罪に関するローマ規程の改正規定を締結すること。（リヒ
テンシュタイン） 

161.28. 1954 年の無国籍者の地位に関する条約及び 1961 年の無国籍の削減
に関する条約に加入すること。（コスタリカ） 

161.29. ILO 第 111 号条約（雇用及び職業についての差別待遇に関する条
約）の締結を検討すること。（カーボヴェルデ） 

161.30. ILO 第 169 号条約（独立国における原住民及び種族民に関する条
約）を締結すること。（グアテマラ） 

161.31. 核兵器禁止条約を署名すること。（グアテマラ） 

161.32. 国連条約体の選挙に関して、国別候補の選定に際し，オープンで
業績に基づいた選定プロセスを導入すること。（英国） 

161.33. 国民の幸福と完全な人権享受のためのイニシアティブを実施する
ために人権理事会との協力を継続すること。（チャド） 

161.34. 特に教育、健康、衛生、貧困削減に関連する国際的関与において
持続可能な開発目標の重視を継続すること。（パキスタン） 

161.35. TICAD プロセスを通じたアフリカの開発に対する支援提供を継続
すること。（シエラレオネ） 



 

  

161.36. 特に SDG3への 11億米ドルの資金援助公約で示されたような SDG
の達成支援における主導的役割を継続すること。（ブータン） 

161.37. パリ原則に完全に適合する独立した国内人権機構の設立に向けた

努力を継続すること。（ジョージア）、パリ原則に適合した国内人権機構の
設立に向けた努力を継続すること。（マレーシア、カタール、ベネズエラ） 

161.38. 独立性が確保されパリ原則に完全に適合する国内人権委員会の設

立に向けた努力を加速すること（豪州）、パリ原則に適合した国内人権機構
の設立に向けた努力を加速すること。 （フィリピン） 

161.39. 公的機関による人権侵害に関する申立てを検討及び対応する権能、

十分な財政的及び人的資源を持ち、パリ原則に即した国内人権機構の設立に
向けた必要な措置を講じること。（モルドバ） 

161.40. パリ原則に適合した国内人権機構を設立するための新たな法律の
起草を促進すること。（コスタリカ） 

161.41. パリ原則に適合する独立した国内人権機構を設立する努力を強化
すること。（ルワンダ） 

161.42. パリ原則に適合した信頼できる国内人権機構を設立するために必
要な措置を講じること。（ウガンダ） 

161.43. パリ原則に適合する独立した国内人権機構の設立を検討すること。 
（ウクライナ）、独立した国内人権機構の設立を検討すること。（アゼルバ

イジャン）、一般的に認められている原則に基づいた国内人権機構の設立を

検討すること。（エチオピア）、独立した国内人権機構を設立するための措

置を講じることを検討すること。（インド）、パリ原則に適合する独立した
国内人権機構の設立を検討すること。（アフガニスタン、パナマ） 

161.44. パリ原則に適合する独立した国内人権機構を設立すること。（チ

リ、コロンビア、クロアチア、フィンランド、シエラレオネ）、パリ原則に

即した公平な国内人権機構を迅速に設立すること。（フランス）、人権を促

進・保護する国内機構の地位に関する原則に適合する独立した国内人権機構

を設立すること。（グアテマラ）、パリ原則に即し、独立し公平で信頼でき

る国内人権機構を設立すること。（ケニア）、パリ原則に即した幅広い権限

とそれに見合ったリソースを持つ独立した国内人権機構を設立すること。
（ネパール） 

161.45. 明確な期限内に、パリ原則に適合する独立した国内人権機構を設

立し、その権限範囲に女性の権利及びジェンダー平等を含めることを確保す
ること。（リヒテンシュタイン） 

161.46. 法務局の働きを強化するとともに日本での国内人権委員会設立に
向けた努力を継続すること。 （インドネシア） 

161.47. パリ原則に適合した国内人権機構の設立プロセスを完了すること。
（カザフスタン） 

161.48. 独立した国内人権機構及びその他の児童の権利を擁護する機構を
設立すること。（イラク） 

161.49. パリ原則に適合した国内人権機構を設立し、外国人に対するあら
ゆる形態の差別を撤廃すること。（スーダン） 

161.50. 人権を担当する国内機構の強化を継続すること。（モロッコ） 



 

  

161.51. 全てのレベルにおいて、人権についての啓発と教育を行う努力を
継続すること。（モロッコ） 

161.52. 既存の人権教育事業の短期的及び長期的影響を計測する効果的な
ツールの開発を進めること。（イスラエル） 

161.53. 法執行官への人権教育を拡大すること。（ベトナム） 

161.54. 法執行官が各自の業務分野に関連する人権基準について敏感にな
り，訓練するよう一層努力すること。（カタール） 

161.55. 公務員に対し、偏見及び差別的行為に対するための差別禁止法及
び基準の適用に関する効果的な研修を提供すること。（バングラデシュ） 

161.56. 人種差別表現に対するためのさまざまな法律上及び実務上の措置
を導入すること。（ロシア） 

161.57. 市民でない者に対する全ての形態の差別を禁止及び抑止する法律

上の措置、並びに女性に対する暴力の原因となる固定観念を撤廃する法律を
採択すること。（マダガスカル） 

161.58. ヘイトスピーチを明示的に禁止し，あらゆる合意によらない性行

為を処罰するため、女性、非嫡出子、種族的または民族的マイノリティ、
LGBTIの人々に対する差別的な法規定を撤廃すること。（メキシコ） 

161.59. 年齢、ジェンダー、宗教、性的指向、種族又は民族に基づく全て

の形態の直接的及び間接的差別の禁止を確保する目的で、差別の包括的な定
義を含む、幅広く適用可能な差別禁止法を採択すること。（オランダ） 

161.60. 幅広く適用可能でヘイトスピーチを効果的に刑罰化する差別禁止
法を成立すべく法改正すること。（シエラレオネ） 

161.61. 年齢、ジェンダー、宗教、性的指向、種族などに基づく差別を禁

ずる法律を制定し、ジェンダー平等を確保する必要な措置を講じること。
（ノルウェー） 

161.62. 差別禁止法の実施を改善するプロセスを継続すること。（コート
ジボワール） 

161.63. 年齢、人種、ジェンダー、宗教、性的指向、種族又は民族に基づ

くあらゆる直接的及び間接的差別を禁止し制裁する包括的な差別禁止法を採
択及び実施すること。（ドイツ） 

161.64. 日本国憲法第 14 条第 1 項に基づき、特に外国人に対する全ての形
態の差別を禁止する差別禁止法を公布すること。（ハイチ） 

161.65. 国際的義務及び基準に即して、性的指向及び性自認などを理由と
する差別に対する包括的な法律を採択すること。（ホンジュラス） 

161.66. 幅広く適用可能な差別禁止法を採択すること。（イラク） 

161.67. 被害者を保護する十分で相応の罰則を伴う差別禁止法を採択する
こと。（ケニア） 

161.68. 包括的な法律の採択及び啓発活動の活用など、全ての形態の差別
を防止し対抗するよう努力を強化すること。（イタリア） 

161.69. 異なる先住民との協議などを通じ、マイノリティ及び先住民への
差別を回避及び防止する措置の実施を継続及び深化すること。（パラグアイ） 



 

  

161.70. 性同一障害特例法の改正を含め、性的指向及び性自認に基づく差
別に対する措置を講じること。（ニュージーランド） 

161.71. 性的指向に基づく差別の撤廃に関する前向きな進展を継続し、国
レベルで同性婚を承認すること。（スイス） 

161.72. LGBTI の人々の権利を保護及び促進する包括的な差別禁止法を実
施すること。（米国） 

161.73. 同性婚の公式な承認を国レベルに拡大するなど、地方自治体及び

民間企業が性的指向及び性自認に基づく差別を撤廃するための努力を促進す
ること。 （カナダ） 

161.74. ジェンダー、種族、肌の色、性的指向及び性自認などによるあら

ゆる種類の差別に対する措置の実施における進展を継続すること。（コロン
ビア） 

161.75. 性的指向及び性自認を含むあらゆる理由に基づく差別からあらゆ

る人を平等に保護する包括的な差別禁止法を迅速に導入すること。（アイル
ランド） 

161.76. 市民でない者に対する人種や民族に基づく差別を制裁する適切な

法を効果的に適用し、全ての疑わしい事例を調査するなど差別に対する現在
の努力を継続すること。（ガーナ） 

161.77. 人種差別的及び外国人排斥の言説を禁止するための努力を強化す
ること。（サウジアラビア） 

161.78. 人種的優位性及び憎悪を含む全ての形態の差別に対抗し、女性に
対する固定観念を撤廃する効果的な措置を継続すること。（ウズベキスタン） 

161.79. 出自が異なる人々に対するものを含む全ての形態の差別を根絶す
る措置の実施を継続すること。（キューバ） 

161.80. 効果的に人種差別を撤廃する適切な措置を講じ、法を実施するこ
と。（グアテマラ） 

161.81. 効果的に法を適用し調査や、制裁措置をとることにより、人種や

民族を理由に市民でない者を一部公共の場及び施設から締め出す行為を撤廃
する適切な措置を講じること。（イラン） 

161.82. 国内法に十分な人種差別の定義を盛り込むという課題に対応する

ことを含め，人種差別に関するより積極的な政策を実施すること。（キルギ
ス） 

161.83. 人種差別撤廃条約に適合する、人種差別の十分な定義を盛り込ん
だ人種差別に関する包括的な法律を採択すること。（ボツワナ） 

161.84. 人種、種族、性的指向及び性自認を理由とする差別を禁止する法

律を導入するなど，効果的にヘイトスピーチに対処し、マイノリティの権利
を保護するための一層の措置を講じること。 （オーストラリア） 

161.85. 差別とヘイトスピーチの問題について、特に十分なリソースの割

り当て及び学校での教育・啓発プログラムを通じた対処を継続すること。
（マレーシア） 

161.86. 在日韓国・朝鮮人（Koreans）に対する差別や嫌がらせを許容する
あらゆる国の政策及び規則を廃止すること。（北朝鮮） 



 

  

161.87. 性奴隷を含む過去の人道に対する犯罪に関する法的な国家責任を
全面的に受け入れ誠実に対処するための措置を講じること。（北朝鮮） 

161.88. 歴史と正面から向き合い振り返り、「慰安婦」問題につき誠実に

謝罪し、被害者に補償し、これに関して公衆の知る権利を確保すること。
（中国） 

161.89. いわゆる「慰安婦」問題を含め、将来世代が歴史の真実を学ぶこ
とを確保するよう努力すること。（韓国） 

161.90. 日本企業が海外業務において人権尊重を考慮することを確保する
よう必要な措置を講じること。（アルジェリア） 

161.91. 人権理事会の採択した指導原則に準じた、ビジネスと人権に関す
る国内行動計画を作成する可能性を検討すること。（チリ） 

161.92. 日本に本社を置く多国籍企業が人権を侵害しないことを確保する

ようビジネスと人権に関する国連指導原則の実施に関する国の作業計画を作
成すること。（エジプト） 

161.93. 日本に本社を置く多国籍企業の商業活動が及ぼす人権及び環境へ

の影響を評価するため，国連指導原則に適合する国の規制枠組みを設定する
こと。（ハイチ） 

161.94. 多国籍企業の人権侵害予防に関する国連指針に準じる国内行動計
画を採択すること。（ケニア） 

161.95. 最終的に死刑を廃止する目的で執行モラトリアムの適用を検討す

ること。（キプロス）、死刑を全面的に廃止する目的で死刑執行モラトリア
ムの導入を検討すること。（イタリア） 

161.96. 死刑廃止に向けた最初の段階として執行モラトリアムの導入を検
討し、全ての死刑を自由刑に切り替えること。（モルドバ） 

161.97. 正式な執行モラトリアムを導入するための措置を直ちに取り、死

刑の全面廃止に向けた具体的な対応を取ること。（ノルウェー）；法律上の

執行モラトリアムを導入するための措置を取り、死刑廃止に向けた具体的な
段階を経ること。（ルワンダ） 

161.98. 死刑廃止のために必要な措置を取り、執行モラトリアムを導入す
ること。（ベネズエラ） 

161.99. 完全な廃止に向けた最初の段階として死刑行使モラトリアムを導

入し、最終的に廃止することを目的として死刑に関する幅広い公共の議論を

始めること。（ニュージーランド）；死刑の最終的な廃止のため，正式なモ

ラトリアムを開始し、この問題に関する議論を促進すること。（フラン

ス）；廃止を目的として死刑行使モラトリアムの導入に関する国民的議論を
行うこと。（メキシコ） 

161.100. 正式な執行モラトリアムを導入し、全ての犯罪について死刑を廃

止すること。（アイスランド）；正式な執行モラトリアムを導入すること。

（ベルギー）；死刑廃止を目的として執行モラトリアムを直ちに導入するこ

と。（スウェーデン）；執行モラトリアムを導入し、最終的に死刑を廃止す

ること。（フィンランド）；死刑の最終的な廃止に向けて進むことを目的と

して新たな死刑モラトリアムを適用すること。（スペイン）；次期 UPR ま

でに死刑を廃止することを目的として、死刑の適用におけるモラトリアムを



 

  

導入すること。（ブラジル）；国際人権基準に沿った形で、死刑廃止に向け

た最初の段階として正式な死刑執行モラトリアムを直ちに導入し、死刑は全

て自由刑に切り替えること。（オランダ）；死刑モラトリアムを直ちに実施

すること。（デンマーク）；死刑の運用の完全な廃止への第一段階として，

また，日本国民に対し，適切な法施行があれば，国家をして死刑を執行せし

める必要がないと再保証する手段として，死刑行使モラトリアムを導入する
こと。（豪州） 

161.101. 被害者及び被害者家族への最適な支援に向けて取り組む一方で、

モラトリアムを導入し、死刑廃止に関する公共の議論を促進すること。（英
国） 

161.102. 死刑廃止を検討すること。（東ティモール） 

161.103. 死刑廃止及び執行モラトリアムの即時実施を検討すること。（リ
ヒテンシュタイン） 

161.104. 死刑廃止に向けて前進すること。（コロンビア） 

161.105. 死刑を廃止すること。（パラグアイ、ポルトガル） 

161.106. 死刑を廃止し、単独室収容を厳しく制限すべく，刑務所規則を修
正すること。（パナマ） 

161.107.   死刑が言い渡された事案において義務的上訴制度を導入すること。
（スイス） 

161.108. 特に上訴請求又は再審査請求による執行停止の効力を保証するこ
とによって、死刑を言い渡された者の権利の保護を確保すること（フランス） 

161.109. 死刑の改革について情報に基づいた議論を促進するために、包括
的な検討及び提言を行う公的機関を指定すること。（オーストリア） 

161.110. 死刑政策を見直すこと、死刑行使モラトリアムをよく検討するこ
と、及び将来的な死刑行使について公共の議論を行うこと。（カナダ） 

161.111. 受刑者の処遇が国際的な規範及び基準に沿ったものになるように
刑務所の環境を改善すること。（スペイン） 

161.112. 医療や歯科治療、冬の暖房、夏の冷房、及び栄養価の高い食事の
提供に関して、全ての受刑者の処遇を改善すること。（スウェーデン） 

161.113. 国際的に認められた基準及びガイドラインに沿ったものとなるよ
うに刑務所の環境を改善すること。（ザンビア） 

161.114. より良質で時宜を得た医療及び歯科治療の提供、刑務所内の冬の

気温に耐えるための適切な措置、被収容者への食事の増量などによって収容

環境を改善するために、然るべき国連被拘禁者処遇最低基準規則に従うこと。
（カナダ） 

161.115. 刑務所及び収容環境を、ネルソン・マンデラルールを含む国際人
権規範及び基準に沿ったものにすること。（デンマーク） 

161.116. 国際組織犯罪防止条約及び人身取引議定書を適切に国内実施する
ための努力を続けること。（パキスタン） 

161.117. 人身取引と闘い続けること。（セネガル） 



 

  

161.118. あらゆる形態の人身取引と闘い，防止するための法的保護の枠組
みを強化し続けること。（シンガポール） 

161.119. 特に女性及び児童を搾取から保護するために、人身取引対策の包

括的な法的枠組みを策定することを含め、人身取引と闘うための取組を強化
すること。（タイ） 

161.120. 全ての人身取引事案について捜査、起訴及び適切な制裁措置を更
に強化すること。（トルコ） 

161.121. 特に女性及び児童の性的搾取に関係した人身取引に対抗するため
の措置を強化すること。（アルジェリア） 

161.122. 人身取引及び性的暴力の被害者による被害申告手続や保護サービ

スへのアクセスを向上させるために一層の努力を続けること。（アゼルバイ
ジャン） 

161.123. 人身取引に対する取組について一層努力し、被害者の保護及び補
償に関する具体的な行動計画を制定すること。（ホンジュラス） 

161.124. 斡旋業者、仲介業者及び雇用主による人権侵害から移民を保護す
るために人身取引対策法を制定すること。（ケニア） 

161.125. あらゆる形態の暴力を訴追し制裁措置をとり、救済及び保護のた

めの緊急手段への被害者のアクセスを確保することによって，外国人、マイ

ノリティ及び先住民の女性に対する暴力に効果的に対処するために適切な措
置を取ること。（イラン） 

161.126. 全ての状況における体罰を法律で明確に禁止すること。（モンテ
ネグロ） 

161.127. 全ての状況における体罰を明示的に禁止すること。（ザンビア） 

161.128. ヘイトスピーチに関する国連人権メカニズムによる勧告に十分に
配慮すること。（韓国） 

161.129. メディアの独立性を確保するための法的手段を含む包括的措置
（をとること。）（ロシア） 

161.130. 放送メディアを統制する法的枠組みを見直し、とりわけ政府は放
送法第 4条を見直して廃止すること。（米国） 

161.131. 放送メディアを規制する独立した行政機関を設立すること。（米
国） 

161.132. 放送メディアを統制する現行の法的枠組みを見直すなどしてメデ

ィアの独立性を保証し続け、政府による過度の干渉に関する法的根拠を取り
除いてメディアの独立性を強化し続けること。（オーストリア） 

161.133. 自由で独立したマスメディアの活動に必要な状況を生み出すため
に必要な措置を取ること。（ベラルーシ） 

161.134. 宗教的マイノリティの代表者の私生活を監視し干渉する行為をや
めること。（ロシア） 

161.135. 被収容者の権利を保証するなど、国の司法行政制度を改善し続け
ること。（ロシア） 



 

  

161.136. 代替収容制度の廃止に向けた第一段階として、被告人に対し，弁

護士への速やかなアクセスを認め、訴追（charge）されないままの勾留期間
を最長 48時間に制限すること。（スイス） 

161.137. 代替収容制度（いわゆる「代用監獄」）の徹底的な見直しを目的

として、司法・刑事手続の分野において現在進行中の改革を継続すること。
（フランス） 

161.138. 生活費を賄うのに十分な資力を保証するために、各団体の代表者

と協議して高齢者のために基礎的な年金制度の改善を検討すること。（ハイ
チ） 

161.139. 貧困削減及び持続可能な開発に向けた努力を強化すること。（東
ティモール） 

161.140. 働き過ぎによる死亡及び自殺を抑制することを目的として、労働
時間の延長を制限する規制を強化すること。（ボツワナ） 

161.141. 技能実習制度で実施される監査のフォローアップとして、労働基
準違反を是正する具体的な措置を取ること。（ポルトガル） 

161.142. 安全で健康的な労働環境という労働者の権利を保護する努力を続
けること。（イラク） 

161.143. 特に健康問題において、被爆二世に対する被爆者援護法の適用拡
大を検討すること。（コスタリカ） 

161.144. 施設への収容、過度の医療化、並びに全ての人の権利、意思及び

選択を尊重しない行為をもたらさない、地域に根差した人間中心の精神衛生
サービス及び支援を開発すること。（ポルトガル） 

161.145. 「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金

制度」を地方自治体所管の学校を含めて国内の全ての学校に拡大することを
確保すること。（ポルトガル） 

161.146. 全ての人に就学への完全なアクセスを確保し、とりわけ女性及び

女児の教育への平等なアクセスに関して、マイノリティ集団が直面する可能
性のある障壁を取り除くための努力を続けること。（パレスチナ） 

161.147. 女性及び女児のあらゆるレベルの教育への平等なアクセスを促進
すること。（東ティモール） 

161.148. 女性及び女児のあらゆるレベルの教育への平等なアクセスを促進
し続けること。（ボスニア・ヘルツェゴビナ） 

161.149. 特に質の高い教育への女性及び女児のアクセスを改善し続けるこ

とを通じて、女性のエンパワーメントを目的とした努力を強化すること。
（キプロス） 

161.150. 社会権規約委員会及び人種差別撤廃委員会による勧告に沿った形

で、マイノリティの子供が差別されることなく教育を受ける権利を享受する
ことを確保すること。（オーストリア） 

161.151. 「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金

制度」を朝鮮学校に通う子供に拡大する措置を取り、関連する国連条約体の
勧告に従って朝鮮学校の平等な取扱いを確保すること。（北朝鮮） 



 

  

161.152. ジェンダー平等の促進をさらに強化し、あらゆる形態の差別及び
暴力から女性を保護すること。（ミャンマー） 

161.153. 脆弱な集団、特に女性、児童並びに外国人を保護し続けること。
（セネガル） 

161.154. 特に「女性エンパワーメントのための男性中心型の働き方改革」

に重点を置いて、第 4次男女共同参画基本計画の効果的な実施を確保するこ
と。（バーレーン） 

161.155. 第 4 次男女共同参画基本計画の実施によって、女性の権利の保護

の促進、ジェンダー平等、ジェンダー平等社会の促進の努力を続けること。
（ブルガリア） 

161.156. 男女共同参画基本計画の実施を継続すること。（キューバ） 

161.157. ジェンダー平等の促進及び保護の努力を続けること。（アイスラ
ンド） 

161.158. ジェンダー・エンパワーメント及び女性の権利を国内で向上する

ための努力を進め、地域及び地球規模での貢献を続けること。（インドネシ
ア） 

161.159. 特に雇用の分野において、ジェンダー平等を促進するための法的
枠組みを強化すること。（ベルギー） 

161.160. 女性活躍推進法の成功裏の実施に注力し、国内の女性雇用達成の
経験のベストプラクティスを共有すること。（ブルネイ） 

161.161. 女性の管理職へのアクセスを含め、企業に対してジェンダー間の

賃金格差を埋めるために積極的な措置を取るよう慫慂する努力を進めること。
（アイルランド） 

161.162. 関係政府機関及び民間企業が行動計画で表明した目標をよく確認
するなどして、女性活躍推進法の施行を継続すること。（イスラエル） 

161.163. あらゆるレベルの教育に対する女性及び女児の平等なアクセスを
促進するなど、女性差別撤廃に向けた努力を強化すること。（キルギスタン） 

161.164. ジェンダー不平等に対処し、家庭内暴力及び性的搾取に対抗し、

女性及び児童の権利を効果的に保護するために実効性のある措置を取ること。
（中国） 

161.165. 女子差別撤廃条約第 1 条に沿った形で女性差別の包括的な定義を
採用すること。（スロベニア） 

161.166. 女性の管理職へのアクセスを目指すことを含め、ジェンダー間の
賃金平等を保証する努力をすること。（パラグアイ） 

161.167. 積極的な雇用促進策及びこれを可能にする調和策によって、職場
における女性の存在に対する支援を高めること。（スペイン） 

161.168. ジェンダー間の賃金格差を解消するための努力を強化すること。
（スーダン） 

161.169. 男女共同参画基本計画及び女性活躍推進法の実効性のある実施を

強化することによって、また、特に技能実習生をはじめとする外国人に対し



 

  

て妥当な賃金と安全な労働環境を確保することによって、差別のないディー
セント・ワーク（働きがいのある人間らしい仕事）を確保すること。（タイ） 

161.170. 特に労働市場及び給与水準において、女性差別の撤廃及び完全な
ジェンダー平等の導入に向けた努力を継続すること。（チュニジア） 

161.171. ジェンダーに基づく賃金格差を減らす努力を強化すること。（ベ
ネズエラ） 

161.172. ジェンダー・パリティを保ち、かつジェンダーに基づく差別を防

止するために、男女共に同一労働同一賃金を確保する法令を制定すること。
（インド） 

161.173. ジェンダー間の賃金格差及び意思決定プロセスへの女性の参画に

関する先の UPR 勧告 151 及び 152 を実施する努力を継続すること。（ベナ
ン） 

161.174. 女性へのあらゆる形態の暴力に対抗し、暴力被害者の保護の促進
に向けた支援環境を創出するための努力を継続すること。（アンゴラ） 

161.175. 性的暴力を含め、女性及び児童に対する暴力の根絶に向けた取組
を継続すること。（キルギスタン） 

161.176. 女性及び女児に対する性的搾取を撲滅する包括的取組を強化する
こと。（ラオス） 

161.177. 性交同意年齢の引上げ及び配偶者間の強姦の禁止のため，刑法を
追加的に改正すること。（ニュージーランド） 

161.178. 特に、人身取引との闘いを中心に、児童及び女児に対する性的搾

取の防止に特に力を注いで、ジェンダーに基づく暴力を防止し対抗するため
の措置を強化すること。（パラグアイ） 

161.179. 同性カップルを含め、家庭内暴力の報告を全て調査すること。
（東ティモール） 

161.180. ドメスティック・バイオレンス防止法の範囲を同居カップル以外

の状況にも拡大することによって、また配偶者間の強姦を明確に犯罪化する
ことによって、性的暴力から女性を保護すること。（ベルギー） 

161.181. 被害者に対して虐待に対する支援、ケア及び救済を確保すること

によって、特に外国人、マイノリティ及び先住民の労働者へのドメスティッ

ク・バイオレンスに対抗するために既に実施されている前向きな取組を継続
すること。（モルディブ） 

161.182. 特に婚姻適齢を全員 18 歳に引き上げることなど、男女間の不平等
を縮小する措置を取ること。（フランス） 

161.183.   女性の婚姻の最低年齢を 18 歳に引き上げること。（アイスランド） 

161.184. 政治、行政及び経済分野においてジェンダー平等を促進するため
の措置の実施を継続すること。（スリランカ） 

161.185. 公共及び民間部門で意思決定に携わる立場にある女性、特にマイ

ノリティの女性に重点を置いて、男女間の実質的平等の達成を加速するため
の努力を続けること。（パレスチナ） 



 

  

161.186. 体罰の禁止を含め、児童に対する暴力に対抗するための努力を進
めること。（ロシア） 

161.187. 児童に対する暴力を包括的に抑制することによって、児童の福祉
を増進するための行動を取り続けること。（セルビア） 

161.188. 非嫡出子の社会的及び法的立場に関する差別的な規定を全て修正
すること。（アルゼンチン） 

161.189. 法整備を含め、児童の保護及び福祉活動を強化するための計画を
継続すること。（ブータン） 

161.190. 児童の権利に関する条約に従って、両親共に日常的に子供と人間

関係を維持し直接連絡を取ることができるような法的強制力のある子供との
面会交流制度を導入すること。（カナダ） 

161.191. 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約（ハーグ条約）を
実施する努力を強化すること。（イタリア） 

161.192. 政府による「子供の性被害防止プラン」（児童の性的搾取等に係

る対策の基本計画）の実施、並びに被害者の支援及びリハビリを継続するこ
と。（スリランカ） 

161.193. 児童の性的搾取、児童ポルノ及び児童買春に対抗するための努力
を一層行い、性的搾取の被害者への支援を行うこと。（スウェーデン） 

161.194. 児童の性的搾取対策のための措置を通じ、2017 年 4 月に採択され

たプランを実施することにより、性的虐待及び性的搾取から児童を保護する
ための努力を続けること。（チュニジア） 

161.195. 児童の性的搾取に対抗するための優先事項に注力し続けること。
（ベラルーシ） 

161.196. 児童の性的搾取に関する犯罪を捜査及び起訴する努力を続けるこ
と。（ペルー） 

161.197. 国家的努力に沿った形で障害者権利条約の実施を確保すること。
（ラオス） 

161.198. 自由を奪われた障害者の安全及び個人の統合性を守るために、障

害者権利条約第 14 条に関する委員会のガイドラインに従うことを含め、同
条約の義務を完全に履行すること。 

161.199. 障害者権利条約の実施を強化するために、障害者に対するスティ
グマ（汚名）払拭に必要な改革を実施すること。（ウガンダ） 

161.200. 障害者の権利を促進し差別を撤廃するための努力を続けること。
（ブルネイ） 

161.201. 教育、健康、仕事及び公共スペースへのアクセスを提供し、あら

ゆる形態の暴力及び差別から保護することによって、障害者の立場を向上さ
せ続けること。（ミャンマー） 

161.202. 全ての障害者の有意義な社会参加を支援し促進するために必要な

既存プログラムの拡大及び新プログラムの導入を継続すること。（シンガポ
ール） 



 

  

161.203. 精神障害者が医療サービスの恩恵を受けられるようにする努力を
促進し続けること。（リビア） 

161.204. 国内法の規定に従って、民間事業部門に障害者雇用関連措置の実
施を継続するよう慫慂し続けること。（セルビア） 

161.205. アイヌ、琉球及び部落民などの少数種族が経済的、社会的及び文
化的権利を完全に享受できるように措置を強化すること。（ペルー） 

161.206. 移住労働者の権利を保護し促進するための努力を続けること。
（ネパール） 

161.207. 虐待及び搾取の事案をなくすために、移住労働者の法的保護を強
化すること。（ウガンダ） 

161.208. 技能実習制度に参加する移住労働者が日本政府の国際的な義務に

ふさわしい保護及び支援を完全に受けられるよう、技能実習制度の監督を強
化し続けること。（英国） 

161.209. 虐待が疑われる移住労働者の雇用主が適切に起訴されることを確
保すること。（バングラデシュ） 

161.210. 移住労働者及びその家族の状況を改善する努力を続けること。
（コートジボワール） 

161.211. 移住労働者を含む脆弱な集団の人権保護に関する意識向上をさら

に図ること。（エチオピア） 

161.212. 外国人労働者、特に女性の外国人労働者の労働環境を改善し、日
本社会への統合を高める措置を継続すること。（ベトナム） 

161.213. 国際法に則った公平で効果的かつ透明性の高い難民認定プロセス
の実施を確保すること。（ケニア） 

161.214. 福島の高放射線地域からの自主避難者に対して、住宅、金銭その

他の生活援助や被災者、特に事故当時子供だった人への定期的な健康モニタ
リングなどの支援提供を継続すること。（オーストリア） 

161.215. 男性及び女性の両方に対して再定住に関する意思決定プロセスへ

の完全かつ平等な参加を確保するために、福島第一原発事故の全ての被災者
に国内避難民に関する指導原則を適用すること。（ポルトガル） 

161.216. 特に許容放射線量を年間 1 ミリシーベルト以下に戻し、避難者及

び住民への支援を継続することによって、福島地域に住んでいる人々、特に

妊婦及び児童の最高水準の心身の健康に対する権利を尊重すること。（ドイ
ツ） 

161.217. 福島原発事故の被災者及び何世代もの核兵器被害者に対して、医
療サービスへのアクセスを保証すること。（メキシコ） 

162. 本報告書に含まれる全ての結論及び勧告は、勧告を行った国及び被審査国の

立場を反映したものである。作業部会全体によって承認されたものであると解釈
されてはならない。 

 


